
指定確認検査機関による消防同意（通知）に必要な図書の指定 

 

  平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 

松戸市消防局告示第２号 

 

指定確認検査機関が消防法第７条及び建築基準法第９３条第１項に規定する

消防長の同意を求める場合又は建築基準法第９３条第４項の規定により消防長

に通知をする場合に必要な図書を次のように定める。 

 

指定確認検査機関（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」と

いう。）第７７条の２１第１項に規定する指定確認検査機関をいう。以下同じ。）

が消防法（昭和２３年法律第１８６号）第７条及び法第９３条第１項に規定す

る消防長の同意を求める場合又は法第９３条第４項の規定により消防長に通知

をする場合に必要な図書は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げ

る図書とする。 

 

１ 消防長に同意を求める場合 指定確認検査機関の業務規程に定める図書及

び松戸市建築基準法施行細則（昭和４６年松戸市規則第２１号）第７条の確

認申請消防審査資料書 

２ 消防長に通知をする場合 指定確認検査機関の業務規程に定める図書 

 

附 則 

この告示は、平成２０年５月１日から施行する。 


